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（新設） 

資料番号 ３－１３ 担当課 長寿介護課 

法令名 介護保険法 根拠条項 
第１１５条の

３４第３項 

不 利 益

処 分 の

種類 

業務管理体制に係る介護サー

ビス事業者に対する措置命令 

○介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

（勧告、命令等） 

第１１５条の３４ 第１１５条の３２第２項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該

届出を行った介護サービス事業者（同条第４項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあ

っては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。）が、同条第１項に規定す

る厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるとき

は、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って

適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。 

３ 厚生労働大臣等は、第１項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定

めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

○介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号） 

（法第１１５条の３２第１項の厚生労働省令で定める基準） 

第１４０条の３９ 法第１１５条の３２第１項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げ

る者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

一 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が１以上２０未満の事業者 法令を遵守す

るための体制の確保に係る責任者（以下「法令遵守責任者」という。）の選任をすること。 

二 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が２０以上１００未満の事業者 法令遵守

責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備するこ

と。 

三 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が１００以上の事業者 法令遵守責任者の

選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務

執行の状況の監査を定期的に行うこと。 

 


